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○ ＷＴＯ農業交渉のスケジュール 
 

２００２年  

 3/25-26 ＷＴＯ農業委（第３フェイズ開始） 

 6/3-4 ＷＴＯ農業委（輸出競争） 

 6/17-18,20    〃   （  〃  ） 

 7/29-30 ＷＴＯ農業委（市場アクセス） 

 9/2-3,6    〃   （    〃    ） 

 9/4-5 ＷＴＯ農業委（国内支持） 

 9/23-25,27    〃   （  〃  ） 

 11/14-15 非公式ミニ閣僚会合（於：シドニー） 

 11/18-20,22 ＷＴＯ農業委（更に議論が必要な事項） 

 12/18 農業委員会議長が「概観ペーパー」を呈示 

２００３年  
 1/22-24 ＷＴＯ農業委（想定されるモダリティの包

括的実質的な検討） 
 2 月中旬 非公式ミニ閣僚会合（於：東京） 

 2/24-28 ＷＴＯ農業委（モダリティ１次案の検討） 

 3/25-31 ＷＴＯ農業委（農業モダリティ確立） 

 9/10-14 ＷＴＯ第５回閣僚会議（メキシコ） 

  （農業について各国包括的譲許表案提出） 

２００４年 （各国譲許表に基づく交渉） 

２００５年  

 1/1 ＷＴＯ交渉の終結（全分野包括一括受諾） 

 

１ 経緯とスケジュール 
 

(１)これまでの経緯 
 

○  ＷＴＯ農業交渉では、本年３月のモダリティ（約束の

基準）確立に向けて、次の議論が行われてきた。 

 

6 月 3 日～4 日 中間協議（輸出競争） 

6 月 17 日～18 日,20 日 特別会合（輸出競争） 

7 月 29 日～30 日 中間協議（市場アクセス） 

9 月 2 日～3 日,6 日 特別会合（市場アクセス） 

9 月 4 日～5 日 中間協議（国内支持） 

9 月 23 日～25 日,27 日 特別会合（国内支持） 

11月18日～22日 特別会合（更に議論が必要な事

項） 
12 月 18 日            議長が「概観ペーパー」を呈示 

1 月 22～24 日  特別会合（想定されるモダリ

ティの包括的実質的な検討） 

 

(２)今後のスケジュール 
2003 年  

1 月 特別会合（想定されるモダリティの包括
的実質的な検討） 

2 月中旬 非公式ミニ閣僚会合（東京） 

2 月 特別会合（モダリティ１次案の検討） 

3 月 モダリティの確立 
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○ 関税の引下げに関する各国の主張（概要） 
 

主な主張内容（引下げ方式） 主張する主な国 

スイス・フォーミュラ 

・ 米国、ケアンズ諸国（豪州、ニュージー

ランド、アルゼンチン、ブラジル、ボリ

ビア、チリ、コロンビア、コスタ・リカ、

グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ、

フィリピン、タイ、南アフリカ、マレー

シア。開発途上国にはより緩い規律を適

用）、開発途上国（キューバ、ケニア、

ジンバブエ、エルサルバドル。先進国に

スイス・フォーミュラ等の大幅・一律削

減方式を適用） 

   〔計２０カ国〕 

先進国は大幅・一律な引

下げ 

・ 中国、インドネシア、ペルー、パキスタ

ン、ドミニカ共和国、ニカラグア、ナイ

ジェリア、スリランカ、ヴェネズエラ               

〔計９カ国〕 

ＵＲ方式 

・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（スイス、ノル

ウェー、韓国、モーリシャス）、中東欧

諸国（トルコ、ハンガリー、チェコ、ポ

ーランド、クロアチア、サイプラス、ス

ロヴァキア、ブルガリア、エストニア、

ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ス

ロベニア、マルタ）、台湾、イスラエル、

メキシコ、アイスランド、開発途上国（イ

ンド、バルバドス、マダガスカル、ホン

デュラス、ジャマイカ） 

〔計２９カ国〕 

 

 

２ 市場アクセス 
 

○  市場アクセス分野では、①関税、②関税割当（アクセ

ス数量）、③関税割当運用、④特別セーフガード、⑤輸

入国家貿易が主要な交渉課題となっている。 

 

(１)関税 

 

○  関税の引下げに関する議論は、 

 

① スイス・フォーミュラを主張する米国、ケアンズ諸

国、開発途上国 

 

② ＵＲ（ウルグァイ・ラウンド）方式を主張する日本、  

ＥＵ等フレンズ国 

 

が対立する形となっている。 

 

 

○  また、スイス・フォーミュラを適用する前提として、

ケアンズ諸国は、全ての従量税・複合税を従価税に移行、

米国は、全ての複合税を従量税又は従価税に移行するこ

とを主張。 

 

（例）・従量税：１００円／kg 

・従価税：２５％ 

  ・複合税：１００円／kg ＋ ２５％ 
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○ スイス・フォーミュラによる関税引下げ 
 

係数 × 現行税率（％） 
係数 ＋ 現行税率（％） 

 
米国、ケアンズ諸国は、係数が２５（最高税率が２５％）のス

イス・フォーミュラを提案。 
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（計算例） 

現行税率（％） 引下げ後税率（％） 

  １０  ７.１ 

 １００ ２０.０ 

１,０００ ２４.４ 

 
 
○  ケアンズ共同提案における開発途上国向けの関税削減方式 

・ ５０％未満の関税：スイス・フォーミュラ（係数５０） 

・ ５０％～２５０％の関税：５０％削減 
・ ２５０％以上の関税：一律１２５％に削減 

１）スイス・フォーミュラ 
 

○  スイス・フォーミュラとは、東京ラウンド（1973―79

年）の際に、鉱工業製品の関税引下げについてスイスか

ら提案され採用された関税引下げ方式。 

 

 

○  米国、ケアンズ諸国が提案するスイス・フォーミュラ

の場合、全ての関税率は２５％未満となる。 

 

 

○  ケアンズ諸国は、開発途上国向けにより緩い削減幅を

提案したことから、多くの開発途上国が本方式を支持す

る懸念がある。 

 

 

 

引下げ後税率（％）＝ 



- 4 - 

○ ＵＲ方式による関税引下げの計算例 
 

1  

10

100

1,000

品目Ａ  品目Ｂ   品目Ｃ           品目Ｘ  品目Ｙ  品目Ｚ 

単純平均  

引下げ後税率  

現

行

税

率

最低引下げ分  
税 

率 

(％)

品目別引下げ分  

0

最低引下げ分

 

 品目Ａ 品目Ｂ 品目Ｃ  品目Ｘ 品目Ｙ 品目Ｚ 

現行税率

（％） 
3 5 10  100 400 1,000 

引下げ後

税率（％） 
0 2.5 6  85 340 850 

削減率

（％） 
100 50 40  15 15 15 

平均削減

率（％） 
   36    

 
 
○ 関税に関するＵＲ合意の内容 
・ 一般関税は、平均で３６％削減 
・ 各品目毎に最低１５％を削減 
・ 毎年同じ比率で削減 

 
 

２）ＵＲ方式 
 

○  ＵＲ（ウルグァイ・ラウンド）方式とは、次による関

税引下げの方式。 

 

①  平均引下げ率の設定 

②  品目別の最低引下げ率の設定 

③  毎年等量の削減 

 

 

○  ＵＲ方式は、全体として平均引下げ率を満足していれ

ば、各品目は、最低引下げ率を引き下げればよい。この

ため、非貿易的関心事項に配慮し、品目毎の柔軟性を確

保し得る方式である。 

 

 

○  我が国は、ＥＵ等フレンズ国と連携してＵＲ方式を主

張。 
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○ 我が国のコメのミニマム・アクセス数量 

0.4%

1年目 2 年目 3 年目 4年目 5 年目 6 年目 

0.8%

基準期間 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
（1986－88 年）

1999.4 
関税化 

 

消費量の 7.2％

(76.7 万トン) 

消費量の 8％ 

(85.2 万トン) 

コメのミニマム

アクセス数量 

当初から関税化した場合 

関税化の特例措置 

をとった場合 

消費量

の 3％ 

消費量

の 4％ 

 

消費量の 5％ 

(53.2 万トン) 

 

○ アクセス数量に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 

現行数量を２０％拡大 ・ 米国 

先進国のみ、現行数量に

消費量の２０％を上乗

せ 

（開発途上国には、より

緩い規律） 

・ ケアンズ諸国（１７カ国中次の

１４カ国：豪州、ニュージーラ

ンド、アルゼンチン、ブラジル、

ボリビア、チリ、コロンビア、

コスタ・リカ、グアテマラ、パ

ラグアイ、ウルグアイ、フィリ

ピン、タイ、南アフリカ） 

拡

大 

その他の方法 

・ パキスタン、インドネシア、マ

レーシア、ハンガリー、スリラ

ンカ、中国、カナダ 

 

 

 

 

 

 

計 

22 

カ 

国 

 

維 持 ・ リトアニア       〔１カ国〕 

縮 減 （注） ・ 日本                〔１カ国〕 

注：消費量更新について台湾が、加重分解消について台湾及びイスラエルが、 
日本の主張を支持。 
 
 

(２)関税割当（アクセス数量） 
 

○  我が国は、ミニマム・アクセスについて、 

 

①  輸出入国間の権利義務バランスの確保 

②  非貿易的関心事項を考慮して品目毎の柔軟性を確

保し、適切に決定 

③  国内消費量の変化に合わせたアクセス数量の見直

し 

④  加重されたアクセス数量の解消 

 

を主張しているが、台湾、イスラエル以外に支持は得ら

れていない状況。 

 

 

○  一方、米国、ケアンズ諸国を初めとする多くの国が、

アクセス数量の拡大を主張。 
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○ 主要国の主なミニマム・アクセス品目の国内消費量の変化
（基準期間の消費量に対する最新の消費量の増減率） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175

0

10

日本・コメ

ＥＵ・食肉 ＥＵ・穀物

１１ 

１７２

１９ ２０ 

－８ 

１１ 

－10

国名・品名 

注  ：基準期間の消費量は、1986～88年（ノルウェーは1988～90年）の平均値。最新の消費 
量は、1998～2000年の平均値。 

出典：基準期間の消費量はＷＴＯ文書（ＥＵはFAOSTAT、日本は農林水産省「食料需給表」）。
最新の消費量は FAOSTAT（日本は農林水産省「食料需給表」及び食糧庁調べ）。 

（
最
新
の
消
費
量
／
基
準
期
間
の
消
費
量
－
10
0(
％
)）

韓国・ジャ

ガイモ 
ノルウェ

ー・食肉 
ノルウェ

ー・卵 

20

ＥＵ・砂糖

５ 増
減
率

 

○  我が国の主張に対してほとんど支持が得られていない

のは、次の事情による。 

 

① 開発途上国を含め各国は、今次農業交渉はそもそも

市場アクセスの拡大交渉であるとの認識が強い。 

 

② 他国におけるミニマム・アクセス品目については、

国内消費量が増加しているものが多く、消費量の見

直しはアクセス数量の拡大につながる。 

 

③ 関税化の特例措置を適用した先進国は、日本とイス

ラエルしかない。 

 

 

 

概観ペーパー 

・作業仮説 譲許された関税割当量は拡大する。 

  

 
（注）作業仮説は、附属書の中に記載されており、

必ずしもコンセンサスを得られたものではな

いが既に幅広い支持があると議長が評価した

項目に関して、合意に向けた流れが出来つつ

あるとの認識の下に、取り敢えずの作業仮説

として特定したもの。 
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○ 関税割当運用に関する各国の主張（概要） 

国名 主な主張内容 
米国、ケアンズ諸
国 

・ 枠の消化を阻害する運用の禁止 
・ 最終的に廃止（関税のみの制度へ移行） 

ＥＵ ・ 運用方式の明確化（ポジティブ・リスト

作成） 
日本 ・ 運用の透明性、公平性確保（ガイドライ

ン作成） 
・ 各国の実情に応じた方法を採用 

 
 

○ 「用途指定」 
  我が国の多くの関税割当品目は、用途を指定する割当枠を有す
る。（例えば、学校等給食用脱脂粉乳） 

 
○ 「抱合せ」制度 
関税割当制度の中で国内産品の引取りを条件に輸入品の関税

を無税又は低税率にする制度。需要者がこの制度を利用するか、
通常の関税(２次税率)を支払って輸入するかは自由。（我が国に

おいては、プロセスチーズ原料用ナチュラルチーズ、ココア調製

品、パイナップル缶詰、コーンスターチ用とうもろこし等） 

(３)関税割当運用 
 

○  関税割当の運用について、割当枠の消化率向上のため

に運用方法を改善する必要性については、主要国間にお

いて概ね共通の認識となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 米国、ケアンズ諸国は、「用途指定」、「抱合せ」等につ

いては、枠の消化を阻害するので禁止すべきと主張。 

 

 

○  一方、ＥＵは、ポジティブ・リスト（推奨される運用

方式の一覧）の作成を主張。 

 

 

○  我が国は、透明性、公平性確保の観点から運用ガイド

ラインを作成し、割当枠の消化率向上を図ることは必要

としつつ、割当方法を限定したり特定の方法を排除する

ことは不適当と主張。 
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○ 特別セーフガードに関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 

廃止 ・ 米国、中国          〔計２カ国〕 

 先進国は廃止 ・ ケアンズ諸国（豪州、ニュージーランド、ア

ルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チリ、コ

ロンビア、コスタ・リカ、グアテマラ、パラ

グアイ、ウルグアイ、フィリピン、タイ、南

アフリカ、インドネシア、マレーシア）、開発

途上国（パキスタン、キューバ、ドミニカ共

和国、ホンジュラス、ケニア、ニカラグア、

スリ・ランカ、ナイジェリア、ベネズエラ、

ジンバブエ、インド、ペルー） 

                〔計２８カ国〕 

維持 ・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（スイス、ノルウェ

ー、韓国、モーリシャス）、中東欧諸国（ハン

ガリー、チェコ、ポーランド、トルコ、リト

アニア）、台湾        〔計１２カ国〕 
 

○ 特別セーフガードの適用拡大に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 

季節性があり腐敗し易

い農産物に対する特別

セーフガードの拡大 

 

・ 日本、韓国、スイス       〔計３カ国〕 

開発途上国のみに特別

セーフガードを適用拡

大等 

・ ケアンズ諸国（豪州、ニュージーランド、

アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チリ、

コロンビア、コスタ・リカ、グアテマラ、

パラグアイ、ウルグアイ、フィリピン、タ

イ、南アフリカ、インドネシア）、開発途

上国（パキスタン、キューバ、ドミニカ共

和国、ホンジュラス、ケニア、ニカラグア、

スリ・ランカ、ナイジェリア、ベネズエラ、

ジンバブエ、インド、ペルー）、ＥＵ、チ

ェコ               〔計２９カ国〕 

   

(４)特別セーフガード 
 

○  特別セーフガード（ＳＳＧ）については、ＵＲ交渉に

おいて関税化に移行した際の経過的措置であるとして、

米国、ケアンズ諸国を中心に廃止を主張する国が多い。 

 

 

○  開発途上国も、先進国のＳＳＧの廃止を主張。 

 

 

○  一方、我が国、ＥＵ等フレンズ国は、ＳＳＧの維持を

主張。 

 

 

 

 

 

○  また、我が国が提案している、季節性があり、腐敗し

やすい等の特性を持った農産物へのセーフガードの適用

については、同調する国は限られているが、その一方で

一部開発途上国は、開発途上国のみにＳＳＧを適用拡大

すべきと主張。 
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○ 輸入国家貿易に関する各国の主張（概要） 

主な主張内容 主張する主な国 
規律の大幅強化 ・ ニュージーランド     〔１カ国〕 
 輸入独占の禁止 ・ 米国、ハンガリー（米国を支持）    

〔計２カ国〕 
維持、規律の改善 ・ 日本、韓国、インドネシア、モーリシ

ャス、中国        〔計５カ国〕 
 

 
 

○ 各国の輸入国家貿易品目（概要） 

国 名 対 象 品 目 

日 本 コメ、小麦、大麦、乳製品（脱脂粉乳、バター
等）、生糸 

韓 国 コメ、大麦、唐辛子、ニンニク、タマネギ、ゴ
マ、ピーナッツ、大豆、小豆、そば、ショウガ、

馬鈴薯、牛肉、蜂蜜、オレンジ等 

インドネシア コメ 

モーリシャス トウモロコシ、馬鈴薯、タマネギ、ニンニク等 
出典：各国によるＷＴＯへの国家貿易通報（２００２年９月現在） 

  注：日本は 2000 年、韓国、モーリシャスは 1997 年、インドネシアは 2001 

年の通報内容。 

 

(５)輸入国家貿易 
 

○  米国は、国家貿易による輸入独占の禁止（関税割当に

ついては、民間貿易の割合を初年度３０％、５年後５０％

に拡大等）を提案。 

 

 

○  一方、我が国は、輸入国家貿易の制度の維持、国家貿

易企業の運営の透明性向上を主張。韓国、インドネシア

等がこれを支持。 
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○ 国内支持に関するＵＲ合意の内容（概要） 
区分 規律 施策の性格 
「黄」
の政策 
ＡＭＳと
して削減 

貿易・生産への影響がある施策（注） 
（価格支持、生産補助金等） 

「青」
の政策 
削減対象
外 

生産調整を伴う直接支払い 
（ＥＵの直接支払い、我が国の稲作経営安

定対策等） 
「緑」
の政策 
削減対象
外 

貿易や生産への影響がない施策 
（試験研究、基盤整備等） 

注：助成額が生産額の５％以下の国内助成については、最小限の政策 

（デミニミス）として削減対象外とされている。 

 

 

○ 「黄」の政策に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
ＡＭＳ撤廃 ・ ケアンズ諸国（豪州、ニュージーランド、アルゼン

チン、ブラジル、ボリビア、チリ、コロンビア、コ

スタ・リカ、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ、

フィリピン、タイ、南アフリカ、インドネシア、マ

レーシア、カナダ）、開発途上国（ウガンダ、エクア

ドル、バングラデシュ、中国、トルコ）〔計２２カ国〕 
ＡＭＳ大幅削

減 
 

・ 米国（最終的に撤廃）、開発途上国（インド、エジプ

ト、ケニア、パキスタン、セネガル、ジブチ） 
〔計７カ国〕 

総合ＡＭＳに

よる削減 
・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（ノルウェー、韓国、スイ

ス、モーリシャス）、中東欧諸国（リトアニア、ポー

ランド、チェコ、エストニア、クロアチア、サイプ

ラス、スロヴァキア、ルーマニア、スロベニア）、ア

イスランド、イスラエル、ジャマイカ 〔計１８カ国〕 
（注）総合ＡＭＳ方式：ＡＭＳ（助成合計量＝①価格支持相当額＋②削

減対象補助金額）を全品目の総計で削減する方式。 
 

３ 国内支持 
 

○  国内支持分野では、①「黄」の政策（ＡＭＳの削減約

束）、②「青」の政策、③「緑」の政策が主要な交渉課

題となっている。 

 

(１)「黄」の政策（ＡＭＳの削減約束） 

 

○  ＡＭＳ（助成合計量）は、日本、ＥＵ、米国で世界の約

９割を使用していることから、この３カ国以外の国では、

ＡＭＳの撤廃又は大幅削減は当然であるとの認識が強い。 

 

○  こうした状況の中、米国は、撤廃を含めたＡＭＳの大

幅削減（５年間で農業生産額の５％まで、その後ゼロま

で削減）を提案。ケアンズ諸国は、「黄」の政策の撤廃

（先進国５年間、途上国９年間）を提案。 

 

○  これに対して、我が国、ＥＵ等フレンズ国は、 
 

①  ２０００年の約束水準からの削減 

②  総合ＡＭＳによるＵＲ方式での削減 
 

を主張。これは、非貿易的関心事項に配慮し、品目毎の

柔軟性を確保し得る方式である。 

 

○  また、デミニミス（削減対象外となる最小限の政策）に

ついては、その維持（我が国、米国、カナダ等）、先進国

は撤廃(ＥＵ原案）、先進国は撤廃、途上国は維持（カナダ

を除くケアンズ諸国、一部途上国）に主張が分かれている。 
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○ 「青」の政策に関する各国の主張（概要） 

主な主張内容 主張する主な国 
廃止 ・ 米国、ケアンズ諸国（豪州、ニュージー

ランド、アルゼンチン、ブラジル、ボリ

ビア、チリ、コロンビア、コスタ・リカ、

グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ、
フィリピン、タイ、南アフリカ、インド

ネシア、マレーシア、カナダ）、開発途

上国（中国、エジプト、ケニア、パキス

タン）         〔計２２カ国〕 
維持 ・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（スイス、ノル

ウェー、韓国）、中東欧諸国（ポーラン

ド、エストニア、リトアニア、サイプラ
ス、ルーマニア）、アイスランド    

                         〔計１１カ国〕 
 

 

○ ＥＵの共通農業政策中間見直し案（2002 年 7 月） 

支持価格 
・ 更なる引下げと、その一部を補填するため

の直接支払い単価の引上げ 

直接支払い 

・ 直接支払いの生産要素との切離し（デカッ

プリング） 
・ 段階的に２０％削減し、農村開発・環境対

策等に振り向け 
 
 

(２)「青」の政策 
 

○ 「青」の政策は、ＥＵ（共通農業政策）、我が国（稲作

経営安定資金）、ノルウェーで世界の９割以上を使用。 

 

 

○  米国、ケアンズ諸国を中心に、「青」の政策はＵＲ合意

の経過的措置であり廃止すべきという主張が強く、また、

開発途上国もこれに同調。 

 

 

○  我が国は、ＥＵ等フレンズ国と連携し、その維持を主

張しているが、支持の広がりが見られない状況。 

 

 

 

 

 

○  なお、ＥＵは、共通農業政策（ＣＡＰ）の中間見直し

で、直接支払いのデカップリング（「青」の政策から「緑」

の政策への移行）を打ち出していることに注意が必要。 
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○ 「緑」の政策に関する各国の主張（概要） 

主な主張内容 主張する主な国 
上限設定等の制

限導入 
・ ケアンズ諸国（豪州、ニュージーランド、

アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チ

リ、コロンビア、コスタ・リカ、グアテ

マラ、パラグアイ、ウルグアイ、フィリ
ピン、タイ、南アフリカ、インドネシア、

マレーシア）、開発途上国（ケニア、イ

ンド、パキスタン、エジプト、トルコ）       

 〔計２１カ国〕 
制限導入は不要 ・ 米国、ＥＵ等フレンズ国（スイス、ノル

ウェー、モーリシャス）、中東欧諸国（ポ

ーランド、クロアチア、ハンガリー、ス
ロヴァキア、ルーマニア、リトアニア、

スロベニア）、アイスランド 
                         〔計１３カ国〕 

 一部要件緩和 ・ 日本、韓国、台湾、チェコ 〔計４カ国〕 
   

(３)「緑」の政策 
 

○  ケアンズ諸国、多くの開発途上国は、「緑」の政策も多

額に上れば貿易を歪曲する等として、額の上限設定、一

部の緑の政策（収入保険等）の削減、期限の設定、要件

の厳格化等の制限が必要と主張。 

 

 

○  これに対して、「緑」の政策を多く用いている我が国、 

ＥＵ、米国等は、政策の枠組みを維持すべきと主張。 

 

 

○  我が国は、「緑」の政策の要件緩和（収入保険の発動要

件緩和等）を主張しているが、韓国（収入保険の発動要

件緩和等）、台湾・チェコ（自然災害救済の発動要件緩和）

以外に同調する国はない状況 
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○ 輸出補助金に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
撤廃 ・ 米国、ケアンズ諸国（ブラジル、ホンデュラス、

ボリビア、豪州、南アフリカ、タイ、フィリピ

ン、カナダ、パラグアイ、ウルグアイ、コスタ・

リカ、チリ、インドネシア）、開発途上国（中

国、インド、ドミニカ共和国、メキシコ、パキ

スタン、ペルー）       〔計２０カ国〕 
削減 ・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（ノルウェー、スイス、

韓国、モーリシャス）、中東欧諸国（ハンガリ

ー、トルコ（最終的には撤廃）、ポーランド、

チェコ、スロヴァキア）、スリランカ、イスラ

エル             〔計１３カ国〕 
 
 
 

４ 輸出規律 
 

○  輸出規律分野では、①輸出補助金、②輸出信用、③輸

出規制・輸出税、④食料援助、⑤輸出国家貿易が主要な

交渉課題となっている。 

 

(１)輸出補助金 

 

○  輸出補助金を主に使用しているのはＥＵであり、米国、

ケアンズ諸国、開発途上国を含め、撤廃を主張する意見

が多数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  我が国は、主要３分野間のバランスの確保が必要との

基本的立場のもと、ＥＵと連携し、輸出補助金だけでな

く、輸出信用等の規律の強化を図るとともに、輸出補助

の性格を有する国内支持も輸出補助金と同等の追加的削

減対象とすることを主張。 
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○ 輸出信用に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
規律強化・段階的削

減 
・ 日本、ＥＵ等フレンズ国（ノルウェー、スイ

ス、モーリシャス、韓国）   〔計６カ国〕 
規律強化・即時禁止 ・ ケアンズ諸国（豪州、ブラジル、アルゼンチ

ン、ウルグアイ、コロンビア、カナダ、マレ

ーシア、タイ、ニュージーランド、フィリピ

ン）、中東欧諸国（リトアニア、ハンガリー、

トルコ、ポーランド）、開発途上国（中国、イ

ンド、キューバ、スリランカ） 
                   〔計１８カ国〕 

規律強化・削減には

反対 
・ 米国              〔１カ国〕 

 

 
 

○ 輸出規制・輸出税に関する我が国の主張 
輸出禁止・制

限、輸出税 

・ 実施期間中段階的に合計で平均３６＋○％

削減（○は今次交渉の関税引下げ率） 

 

 

○ 輸出規制・輸出税に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
規律強化を主張 ・ 日本、スイス、イスラエル、カナダ 

                                 〔計４カ国〕 
規律強化に理解 ・ 米国、ＥＵ、韓国、モーリシャス、ハンガリ

ー、キューバ、インド      〔計７カ国〕 
規律強化に反対 ・ ケアンズ諸国（豪州、コスタ・リカ、ブラジ

ル、コロンビア）       〔計４カ国〕 
 輸出税は交渉対
象外 

・ アルゼンチン、インドネシア、マレイシア       

                  〔計３カ国〕 
 

(２)輸出信用 
 

○  輸出信用については、我が国、ＥＵ等は、一定の規律

を作成し、当該規律に合致しない輸出信用の数量、金額

の段階的削減を主張。 

 

○ ケアンズ諸国は、厳格な規律を作成し、当該規律に合致

しない輸出信用の即時禁止を主張。 

 

○  一方、輸出信用を主に使用している米国は、緩やかな

規律の作成には応じる用意があるとしたものの、厳格な

規律やその削減には反対。 

 

 

(３)輸出規制・輸出税 
 

○  我が国は、輸出入国間の権利義務バランスの回復とい

う基本的立場のもと、輸出禁止・制限を全て関税化・譲

許し、実施期間中段階的に削減することを主張。 

 

○  ケアンズ諸国は、輸出規制・輸出税の規律強化に反対。 

   特に、アルゼンチン等は、輸出税についてはドーハ閣

僚宣言に言及がないとして、農業交渉の対象外であると

主張。 

 

○  米国、ＥＵは、輸出規制・輸出税の規律強化について

議論する姿勢は示している。 
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○ 食料援助に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
無償に限定 ・ ＥＵ、スイス、ノルウェー、ケアンズ諸国（イン

ドネシア、パラグアイ、マレーシア、フィリピン、

ブラジル、タイ、アルゼンチン）、中東欧諸国（ト

ルコ、スロヴァキア、ハンガリー）、開発途上国

（中国、インド、エジプト）     〔計１６カ国〕 
有償も必要 ・ 日本、米国               〔計２カ国〕 

 
 
（注）ＦＡＯ：食糧農業機関（食糧と農業に関する国際連合の機関） 
   ＷＦＰ：世界食糧計画（食糧援助に関する国際連合の機関） 
 
 
 
 
 
○ 輸出国家貿易に関する各国の主張（概要） 
主な主張内容 主張する主な国 
規律強化 ・ 日本、ＥＵ、韓国、米国（独占の禁止）、ハンガ

リー（独占の禁止）、インド、メキシコ、ウルグ

アイ                  〔計８カ国〕 
現状維持 ・ 豪州、ｶﾅﾀﾞ、ＮＺ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、中国  〔計５カ国〕 

 
 
○ 主要国の輸出国家貿易（概要） 
国名 実施主体 対象品目 活動の概要 
豪州小麦ボード 小麦 輸出独占、プール制 豪州 
豪州酪農公社 乳製品 チーズの輸出及び輸出ライ

センスの発給 
カナダ小麦ボード 小麦、大麦 輸出独占、国内生産の買入

れ・販売価格の決定 
カナダ 

カナダ酪農委員会 乳製品 脱脂粉乳等の輸出 
ＮＺ ＮＺ酪農ボード 乳製品 輸出独占 

 

(４)食料援助 
 

○  食料援助について、ＥＵ、ケアンズ諸国、開発途上国

は、無償（贈与）に限定すべきと主張。 

 

○  有償援助も必要であると積極的に主張しているのは、

我が国、米国のみ。 

 

 

○ また、我が国の国際備蓄構想の提案については、ＦＡＯ

／ＷＦＰのアピール等に基づく食料援助であれば、輸出

補助金の迂回措置とはならず、必ずしもＷＴＯで規律す

る必要がないとの意見が多い。 

他方、国際備蓄構想の考え方に対しては、インドネシ

アから支持、インド、スロヴァキアから肯定的な発言を

得た。 

 

 

(５)輸出国家貿易 
 

○  輸出国家貿易を用いているのは、ケアンズ諸国の一部

（豪州、カナダ等）であり、これらの国は通報義務等新

たな規律強化の受入れは不可と主張。 

 

 

○  一方、輸出国家貿易の方が輸入国家貿易に較べ貿易へ

の影響が大きいこと等から、我が国を初め、米国、ＥＵ

は、通報義務の強化等の規律の明確化が必要と主張。 
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○ ＷＴＯ農業交渉における各国の主張 
 

事 項 我が国 ＥＵ等フレンズ 米国 ケアンズ諸国 開発途上国 

関税 
・漸進的削減・品目ごとの柔軟性 

（ＵＲ方式） 

［ＥＵ原案：最低１５％、平均３６％の引き下げ］ 

・大幅・一律削減 

（５年間で全品目２５％未

満に） 

・大幅・一律削減 

（５年間で全品目２５％未満

に） 

・先進国は大幅・一律

削減 

アク

セス

数量 

・ルールの改善 

（消費基準年の見直し、加

重措置の解消） 

 

・運用ルールの明確化 

・数量は基本的に現行

水準 

・一律拡大 

（５年間で２０％拡大） 

・一律拡大 

（５年間で消費量の２0％を

上乗せ） 

・先進国は大幅・一律

拡大 

市場アクセ

ス 

輸入

国家

貿易 

・透明性強化 

・・輸入国貿は食料安保

に重要な役割 

・透明性強化 ・輸入独占を禁止 ・更なる規律の強化 
・開発途上国の輸入国

貿の重要な役割に

ついて配慮 

国内支持（ＡＭＳ） 

・漸進的削減・品目ごとの柔軟性 

（総合ＡＭＳ方式によるＵＲ並みの削減） 

［ＥＵ原案：総合ＡＭＳ方式により約束水準から５５％

削減］ 

・大幅・一律削減 

（５年間で農業生産額の

５％まで削減） 

・先進国は５年間で、

途上国は９年間で

撤廃 

（初年度５０％の削減） 

・先進国は撤廃 

輸出補
助金 ・削減 

・削減 
[ＥＵ原案：平均４５％の

削減] 

・５年間で撤廃 ・３年間で撤廃 ・直ちに撤廃 

輸出規律 

その他 
・輸出規制の輸出税

化・漸進的削減 

・輸出信用の削減 

・輸出信用の削減 

[ＥＵ原案：厳格な規律] 

・緩やかな規律の作成 

・規律の強化や削減に

は反対 

・厳格な規律の作成 

・規律に合致しない輸

出信用の即時禁止 

・開発途上国への特別

な配慮 

（注） １ フレンズ：非貿易的関心事項フレンズ国（日本、ＥＵ、スイス、ノルウェー、韓国、モーリシャスの６カ国）。 

２ ＵＲ方式：全品目平均の引下げ率と、品目ごと最低の引下げ率を設定。毎年等量で削減。 

３ 総合ＡＭＳ方式：ＡＭＳ（助成合計量＝①価格支持相当額＋②削減対象補助金額）を全品目の総計で削減する方式。 

農業委員会議長が各国の主張・提案を概観した「概観ペーパー」を呈示（2002 年 12 月 18 日） 
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・米国は、民貿の導入（初年度30％、５

年後 50％）を主張 

・米国、豪州、途上国は、関割運用に関

し、輸入品について用途限定の禁止、

再輸出要件の禁止等の規律強化を主張 

・米国は、関税率大幅削減を前提として、

現行アクセス数量の 20％を５年間で

拡大することを主張 

・豪州は、現行アクセス数量に５年間で

現在の国内消費量の 20％分を上乗せ

（うち10％は初年度に上乗せ）するこ

とを主張 

○ ＭＡ米に係る交渉状況 
 

   《目 標》           《我が国の主張》    《賛同国》         《輸出国側の主張》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①高水準の枠外税率の堅持 

  

 ［現行水準：341 円／kg］ 

 

②高水準のマークアップの堅持 

 

［現行水準：292 円／kg 以内］

③用途と国内供給量を限定でき 
る一元的国家貿易体制の堅持 

④不公平なＭＡ制度の是正 

・品目毎の柔軟性を確保しうる Ｕ

Ｒ方式（平均削減率、最低削減率

を設定する方式）による削減を主

張 

 

・輸出入の権利義務バランス不均衡

是正 
・品目毎の柔軟性確保 
・基準消費量の見直し 
・加重アクセス数量の是正 
を主張 

・ 

・米国、豪州は、枠内税率をゼロにする

ことを主張 

ＥＵ 
スイス 
ノルウェー 等 

台湾（基準消費

量） 
イスラエル（加

重数量） 

韓国等（輸入国

貿の維持） 
 
明確な賛同国

なし（輸出国貿

と輸入国貿の

区別） 

・輸入国貿制度の維持を主張 
・輸出国貿と輸入国貿を明確に区別

した上で、透明性の欠如している

輸出国貿の規律強化を主張 
 

・米国、ケアンズ諸国は、高関税ほど削

減幅の大きいスイス・フォーミュラに

よリ５年間ですべての品目の関税を 

25％未満（コメの場合 17 円／kg に相

当）まで削減することを主張 

・途上国の多くは、途上国の特別待遇を

前提に支持 
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２．ケアンズ諸国の農業交渉提案の概要 
（１）市場アクセス（2002 年 9 月 6 日） 

主要事項 内容（先進国） 内容（開発途上国） 

市場アクセス   

関税 ・ スイス・フォーミュラ

により、５年間で、全

ての関税が２５％未満

となるよう削減 

・ ９年間で、より低い関税

引下げ（最高最終関税 

１２５％） 

関税割当 ・ ５年間で、国内消費量

の２０％を上乗せ。枠

内税率は実施期間内に

撤廃 

・ ９年間で、国内消費量の

１４％を上乗せ。枠内税

率は実施期間中に削減又

は撤廃 

 

特別ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ ・廃止 ・新たなセーフガード創設 

 関税割当運用 ・枠の消化率を阻害する運用の禁止 

 

（２）国内支持（2002 年 9 月 27 日） 
主要事項 内容（先進国） 内容（開発途上国） 

国内支持   

「黄」の政策 

(ＡＭＳの削

減約束) 

・ ５年間で撤廃（初年度

５０％の削減） 

・ ９年間で撤廃 

デミニミス ・ 削減（一定期間後撤廃） ・ 維持 

「青」の政策 ・ 廃止（黄の政策に組み入れる） 

 

「緑」の政策 ・ 上限設定、削減、期限の設定、要件の厳格化等の制限

導入 

 

（３）輸出規律（2002 年 11 月 20 日） 
主要事項 内容（先進国） 内容（開発途上国） 

輸出規律   

輸出補助金 ・ ３年間で撤廃（初年度

５０％の削減） 

・ ６年間で撤廃 

輸出信用 ・ 要件に合致しないもの

は禁止 

・ 一定のＳ＆Ｄを検討中 

 

食料援助 ・ 「真の食料援助」以外

は禁止 

－ 

 

１．米国の農業交渉提案の概要 
 
主要事項 内   容 

1.市場アクセス  

関税 ・スイス・フォーミュラにより、５年間で、全ての関

税が２５％未満となるよう削減 

・その後、今後交渉で決定する期限内に、全ての関税

がゼロになるまで削減 

関税割当 ・５年間で、全ての関税割当のアクセス数量を２０％

拡大。枠内税率は５年間で撤廃 

輸入国家貿易 ・国家貿易企業による輸入独占の禁止（関税割当につ

いては、民間貿易の割合を初年度３０％、５年後 

５０％に拡大等） 

 

特別ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ ・現行の特別セーフガードは廃止 

2.国内支持 ・５年間で、ＡＭＳ（助成合計量）を各国の農業生産

額の５％まで削減 

・その後、今後交渉で決定する期限内に、ＡＭＳがゼ

ロになるまで削減 

・現在の黄の政策と青の政策を削減対象とする（青の

政策の廃止） 

・削減対象外の緑の政策の基本的要件は変更せず 

・デミニミスは維持 

3.輸出規律  

輸出補助金 ・５年間でゼロになるまで削減 

輸出信用 ・輸出信用に対する緩やかな規律の作成 

 

輸出国家貿易 ・国家貿易企業による輸出独占の禁止 

 

 

 

（参考） 
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４．中国の農業交渉提案（2002年9月2日）の概要 
 
主要事項 内   容 

1.市場アクセス  

関税 ・全体及び産品特定の双方の考え方で削減 

・開発途上国には特別な配慮 

・従価税以外の関税を全ﾀﾘﾌﾗｲﾝの３％以下に制限 

・新規加盟国を削減義務から除外 

関税割当 ・関税割当制度を維持し、その運用について規律 

輸入国家貿易 ・維持 

 

特別ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞ ・一定期間の後に廃止 

2.国内支持 ・先進国のＡＭＳ（助成合計量）の上限は、各国の前

年度の農業生産額により設定 

・先進国の「黄」、「青」の政策を３年間で全廃 

・「緑」の政策の規律強化 

3.輸出規律  

 輸出補助金 ・先進国は３年間で、開発途上国は６年間で、撤廃す

べく段階的に削減 

 輸出信用 ・削減。開発途上国には特別な配慮 

 輸出国家貿易 ・維持 

 食料援助 ・無償に限定 

 

 

３．開発途上国の主張の概要 
 

主要事項 主 な 主 張 

関税 

・ 先進国のタリフ・ピーク、タリフ・エスカ

レーションの撤廃（スイス・フォーミュラ等

による大幅・一律削減）。開発途上国には削

減方式・削減率・削減期間等に特別な配慮（イ

ンド、パキスタン等） 

アクセ

ス数量 

・ 開発途上国に対しては柔軟性を付与 

・ 少数の輸出国の独占を懸念 

関税割

当運用 

・ 消化率向上のための共通のガイドライン

作成 

・ 開発途上国からの新規のアクセス確保 

市場アクセス 

ＳＳＧ 
・ 先進国の特別セーフガード（ＳＳＧ）は廃

止し、開発途上国に対するＳＳＧを導入 

ＡＭＳ

削減 

・ 品目別に助成合計量（ＡＭＳ）削減を約束 

・ 先進国はＡＭＳを大幅削減又は撤廃 

・ 開発途上国には柔軟性を確保 

「緑」

の政策 

・ 要件厳格化、支出額に対する上限設定 

・ 開発途上国にはＳ＆Ｄを設定 

国内支持 

「青」

の政策 

・ 削減・廃止 

輸出補

助金 

・ 開発途上国に対する例外措置の維持等、規

律の柔軟性確保 

・ 先進国の輸出補助金は直ちに撤廃 

輸出信

用 

・ ＬＤＣ（後発開発途上国）やＮＦＩＤＣ（食

料純輸入開発途上国）への特別な配慮 
輸出規律 

その他 

・ 輸出規制の規律強化の必要性に理解を示

しつつ、途上国にはＳ＆Ｄとして一定の柔軟

性が必要 

・ 輸出税は交渉の対象外（アルゼンチン等） 

・ 食料援助は無償（贈与）に限定すべき 
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５．ＥＵの農業交渉新提案（原案）の概要 
 

主要事項 主 な 主 張 

関税 

・ ＵＲ方式による平均 36％、最低 15％の関

税引下げ 

・ 先進国及び先進途上国は、ＬＤＣからの全

輸入に対し、無税・無枠 

・ 先進国は、途上国からの全輸入の 50％以上

に無税を適用 

・ 途上国の関心品目についてのタリフ・エス

カレーションの大幅な削減 

市場アクセス 

地理的

表示 

・ 権利の保有者以外が使用している名称リ

ストを策定し、誤解を招く、あるいは不正な

使用を禁止 

ＡＭＳ

削減 

・ 総合ＡＭＳにより約束水準から 55％削減 

・ 先進国に対するデミニミスを撤廃 
国内支持 

「緑」

の政策 

・ 動物愛護等のための支持を緑の政策に位

置 

輸出補

助金 

・ 数量ベースで大幅な削減、金額ベースで平

均 45％の削減（品目毎の柔軟性及び全ての形

態の輸出補助金を同等に扱う事が前提） 

輸出信

用 

・ 輸出補助金的要素に係る厳格な規律を策

定 
輸出規律 

その他 

・ 現物援助は、緊急事態等に対応した真の食

料援助に限定する等食料援助に係る規律を

強化 

・ 輸出国家貿易企業については、差別的な補

助や価格プール等の不公平な慣行を規律 

 
(注)・欧州委員会が12月16日にEU加盟国に提示した原案であり、今後、EU 

加盟国間でその了承に向けて議論が行われる予定。 


